
は じ め に

中世史家勝俣鎮夫氏が提唱した村町制論は，近現代村落史研究にとっても注目すべき

議論である。中世後期の新しい村の成立は時の社会体制上の転換の要因となるとともに，

近代の村の母胎となり，家とともにその後の日本社会に規定的性格を付与したことが戦

国時代の村落形成の意義として指摘された1）。それは，「荘園に代わって村や町が，政

治や経済の単位となった時代」であり，「普通の人々の暮らしの拠り所として町や村と

いった単位が形作られ，そこを拠点にした暮らしが，世代を超えて続いていくようになっ

た」2）と解説されている。勝俣氏によると，「この時代は，民衆が歴史を動かす主体勢力

として，日本の歴史上はじめて，はっきりとその姿をあらわした時代」であり，「百姓

たちがみずからつくりだした，自律的・自治的性格の強い村や町を基礎とする社会体制，

すなわち村町制の体制的形成期であった」。戦国時代は「近代日本の出発点」，「日本歴

史を二分する大転換期」として位置づけられた。内藤湖南の主張の再評価でもある勝俣

説は，高度経済成長の体験により，中世後期につくられた「家と村・町，およびそこで
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近現代の村落を対象とした斎藤仁氏らの自治村落論は研究史上重要な意義を有する。

このたび斎藤氏は新論文をまとめ，これまでの諸批判に理論的・実証的に応える形で

自治村落論の新たな展開を図った。自治村落論への批判は主として，農林業センサス

に示される大字と農業集落の一致率３割弱という事実に関わるものである。新論文で

は自治村落概念の拡張・修正が図られたことが最大のポイントである。その上で，初

期産業組合および農事実行組合と村落との関係が論じられた。その議論の包括性と論

争的性格ゆえ，村落研究を今後進めるうえで新論文は避けてことのできない意味を持

つ。こうした認識から，とくに実証に関わる問題に限定して，自説を踏まえつつ村落

の自治村落論の修正・新展開の当否を検討するとともに，近現代の村落とその歴史的

変化をどう捉えるべきかを考察した。



はぐくまれた価値規範・行動規範の崩壊期である」という同時代認識を契機として生み

だされた。

この間大きく進んだ近世や中世後期の村落史研究では，勝俣説のような村落の捉え方

がベースにあると理解される。近世の村落は，村落共同体が新たに成立したもの，幕藩

制社会の自治的な組織とみるべきであり，単純に幕藩制国家の支配機構とみるのはとっ

くに通用しなくなっている。近世村落史研究に新風を吹き込んだ水本邦彦氏の研究に関

して，近世村落を自治的団体とみ，封建的共同体とみる通説と絶縁したことで，近世後

期の村落連合論へと受け継がれたと評価されている3）。中世後期の研究でも，村落内の

階層差を重視し土豪・地侍による支配の側面を中心とする従来の研究から，村落として

の一体性・自立性を重視する立場に大きく転換するとともに，土豪・地侍についても大

名の末端に編成される在地領主的側面よりも村落の代表者としての性格が確認されるよ

うになった。「単なる支配の単位でない村落が『発見』された」4）とされる。

このような前近代村落史の研究動向をみるとき，近現代の村落を対象とした斎藤仁氏

らの自治村落論の研究史上の意義があらためて再評価される5）。自治村落論では，近代

になると解体するものとして捉えられてきた村落共同体は，近現代においても存続して

日本の資本主義体制と農業・農村問題を規定するものとして捉え直される。この点で，

中世末期以降の社会体制の捉え方として示された村町制論と，近現代の村落について共

通の歴史的パースペクティブを持っている。というよりも，正確には時間の前後関係か

らすると村町制論に先駆けて近現代の村落の存続と歴史的役割を問題にしてきたのであ

り，先駆性においてもその功績は極めて大きいといわなければならない。

自治村落論では，共同体として捉えられる日本の村落がなぜ近現代において存続・機

能するかとの問題意識から，幕藩体制（自治村落論では封建制）下の村落の形成のされ

方とそれに伴い自治村落つまり，「自治的機能をもった行政団体」を形成したことから

その理由を説明した。近現代の村落が共同体として存続し機能するのは，旧藩政村の継

承村落だからということになり，村域として旧藩政村にほぼ相当する大字だけが問題に

される論理構成になっていた。そこで，この点に自治村落論に対する批判は集中した。

このたび斎藤氏は，「日本の村落とその市場対応機能組織 批判への答えを中心と

して」6）（以下新論文，煩雑さを避けるため以下同論文からの引用注記はとくに必要が

ない限り省略する）をまとめ，これまでの諸批判に理論的・実証的に応える形で自治村

落論の新たな展開を図った。斎藤氏は大論文を80歳半ばでまとめられた。年齢の問題

とともに，斎藤氏が自治村落の論文を発表しだしたのが1960年代であることが特筆さ
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れる。半世紀に及ぶ問題意識を持続し，多くの批判論文に対して考え抜かれた反論をこ

のような形で提示されたことは驚きであり，敬服に値する。異論や批判に対するいい意

味での総まくりの感があるが，同じく近現代の村落史を研究している者として反論しな

ければ自己の研究の意味がないと考えて胸を借りることにした。斎藤氏に多大な学恩を

受けた者の，それが務めでもあろう。

新論文で斎藤氏は主に次の点を論じた。①日本の村落の共同体性，②範域からみた大

字と旧藩政村の関係，多集落型藩政村の内部村落（村落の重層構造）の着目および後者

について新たに自治村落として規定，③1920年代まで優位した部落産業組合について

藩政村域の多さ，④農事実行組合について伝統的な独立村落の範域をでなかったことお

よび自治村落としての拘束，⑤自治村落欠如の北海道の農事実行組合の発展の要因につ

いて強力な政策や産業組合の発展とのかかわり，中農層の分厚い形成およびその性格と

しての機能性の強さと農業の組織（村落ではなく）という性格の強さ。本稿では①の，

近現代村落＝「特殊な共同体」説については基本的に異論はなく検討は省く。②以下の，

実証に関わる主張を順次検討していくことになるが，②で示された自治村落概念の拡張・

修正は構成として③以下の議論の前提になる。④と⑤が筆者の拙い研究に対する直接の

批判である。

論題の「地域的基盤機能」という耳慣れない用語について予め触れておく。農村社会

では一般に運動や組織や政策浸透は村落を基盤＝区域として展開する。村落の共同体性

の反映でもある，こうした村落の機能を地域的基盤機能と呼ぶことにする。それ自体具

体的な機能を現していないが，多様な村落の中で基盤＝区域となる村落間の変化は村落

とその機能の変化を示現する。その地域的基盤機能の分析は村落の研究の中で方法的に

前提的・基礎的研究の意味を持つと考えられる。

本稿では，斎藤氏の自治村落論の新展開を検討するとともに，それを通して近現代の

村落の捉え方について私見を述べていく。近現代の村落史研究の進展に多少とも貢献で

きることを望んでいる。

１．自治村落概念の拡張・修正

自治村落に対する批判は，農林業センサスの，大字と農業集落（「基礎的な単位地域」

とされる現在の基底的な村落共同体，後述）の不一致率27％という事実に関わってい

る。自治村落論でいう自治村落は藩政村継承村落であり，町村制以降の村落としては大
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字がほぼこれに当たるとされていた。藩政村と大字の関係は，かなり地域差があるが藩

政村が大字になったのが多い。となると，大字と一致する農業集落は３割足らずだから，

少なくとも現在の日本の村落は自治村落では捉えられないということになる。この点か

ら自治村落論は議論の前提自体が成り立たないとの批判が寄せられるが7），歴史的視点

に立つ坂根嘉弘氏の批判も同じ事実を見据えたものといえる8）。坂根氏は大字と農業集

落の不一致をもって日本の村落を藩政村継承村落としての自治村落では捉えられないと

批判した。

こうした批判に対して，斎藤氏は３点から反論する。第１に，藩政村がそのまま，あ

るいは町村制前，明治初頭に合併した後，明治行政村になるケースの多さ等を指摘して

藩政村を大字で把握する問題，第２に，とくに問題となる「一村多集落型」の藩政村に

関して，センサスでは内部村落だけが調査され，社会集団としてなお機能している旧藩

政村の方は調査されず，旧藩政村村落の「重層構造」は把握されていないこと，第３に，

一村多集落型藩政村に関して，独自の村落運営を行なう内部村落については自治村落と

規定しうること（以下，新論文に合わせて藩政村を「一村一集落型」「一村多集落型」

と呼ぶ。後にそのまま農業集落となるものが前者，後に農業集落になる小村落が内部に

複数存在するものが後者である。前者は農業集落を基準にした筆者の「藩政村型むら」，

後者の内部村落は同じく「非藩政村型むら」に対応する。いずれも「一村」は不要なの

で省略。また藩政村については近現代の村落を問題にしているので「旧」を付けるべき

であるが，以下では文脈上とくに必要がない限り単に「藩政村」と記す）。

一点目は周知のことだが，藩政村と大字の関係では無視できない。ただし，藩政村ま

たは大字と農業集落の関係では，大字との一致率27％に対して，藩政村とのそれは当

然多くなるが，それでも多くて40％を超えることはないだろうから，藩政村と一致し

ない農業集落が過半におよぶ問題は依然として残る。そこで斎藤氏は，自治村落概念の

拡張・修正を行ない，自治村落について新たな捉え方を示した。

問題の焦点は，多集落型藩政村の内部村落の捉え方である。斎藤氏は多集落型藩政村

の内部村落のあり方を長野県の２つの藩政村の事例（近接する現中野市の小田中村と現

山之内町の夜間瀬村）から紹介している。前者は町村制で大字となるが，２つの内部村

落（いずれもセンサスでは農業集落）とともに，両地区の上部の統治機構を持つ集団と

してなお機能しているケース。後者は町村制でも他村と合併せずそのまま明治行政村と

なったケースである。後者は近世以降，内部の６組の村落の独立性が強く，藩政村の名

主は「各組名主が交替で勤めて対外折衝にあたり，村内の運営は６組の名主の協議によっ
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て進められた」という。この６組の村落は「実質として準
�

藩
�

政
�

村
�

というべき性格を持ち，

藩政村夜間瀬村はそれらのゆるい連合体であった，そしてそのような状況は近代に受け

継がれたと見ることができる」いうのが斎藤氏の理解である（傍点庄司）。

斎藤氏は２事例の内部村落について，「それぞれ自治村落と規定することに問題はな

いのではないか」とする。「藩政村はその内部集団の外に存在する村落集団ではないと

いうことである。内部の個々の村落集団が外部の支配権力と関係している実体であって，

本来それぞれの村落集団のものである統治機構，とりわけ対外交渉機能が集中された形

態として集落型の藩政村があると見るべきではないか」との認識からである。

かつて自治村落とは藩政村継承村落であったから，多集落型藩政村の内部村落は含ま

れなかった。というよりも，内部村落はかつては視野に入っていなかった。新たな見解

は自治村落概念の拡張であり修正である。ではその修正は有効だろうか。

事実関係の問題から。まず小田中村について，新論文ではその近世の状況が明らかに

されていない。現在の中野市における区としての小田中の統治機能と農業集落上小田中・

同下小田中両地区の関係，すなわち小田中の正副区長は両地区の区長が交代で務めたり，

市議は両地区から交代で出たりするのは現在に近いずっと後の時代のことである。「総

じて藩政期の統治制度が基本的に継続」したとされるが，疑念がある。『中野市誌』に

よると，上・下小田中の「両組の地理的位置は，集落がはっきり分離した形になってい

る」というものの，もともと藩政村小田中村として１つの村であった9）。それが近世中

期に名主役の選出にからみ２組に分かれる。その後元に戻ってひと組となったが，再度

組分けがあって幕末まで続く。下組の世襲名主制に対する上組の不満によりふた組に分

割し，それぞれ名主をおき両組の年番名主制に移行した。その後ひと組に戻るときの理

由は，「何にても勝手にまかり成らずにつき」とされる。すなわち，「世襲名主制から両

組に分かれて，２名の名主を置いたところに無理があって，ひと組に戻ったと思われる。

しかも名主年番により，上組下組交互におこなわれることによって，上組の要求も満た

されていることになる」と説明されている。その後再度組分けされた理由は不詳である。

２つの組は，百姓数からしても緩やかなまとまりを持つ村組ではないだろうか。村組

があとに農業集落になったケースと捉えられる。組分け→一村化→組分けの経過を見る

と，藩政村からの独立性を強調することには疑念がある。

斎藤氏が「多集落型旧藩政村村落の重層構造」を問題にするようになったこと自体，

意義のあることといえる。それは浜谷正人氏のいわゆる「多段階的・重層的なムラ機能

の分有状況」であり，「山間部や丘陵地，山麗などの，小規模な集村や疎塊村が卓越し
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ているところでは今日でもむしろ一般的ですらある」10）とされる。筆者に言わせれば

「（多様な村落に対応した）村落機能の重層化」であるが，これは一般的に見られたこと

であろう。問題は，それがいつ形成されたかである。斎藤氏は上述のように近世以来の

ものと捉えているが，後に触れることになるが筆者は近代に入って形成されたと理解す

る11）。

次に，夜間瀬村に関しては，多集落型藩政村としての位置づけが問題になる。『山ノ

内町誌』によると，同村は中世末夜交氏支配の夜交郷が検地，村名変更を経てそのまま

夜間瀬村となり，近世を通して１つの村であった。ところが，夜交氏支配の時代には知

行高差出史料に現在の本郷・宇木・横倉の３部落が村として扱われており，しかも集落

の状況や耕地の広さからいっても村として独立する条件を十分に持っていたとされる12）。

近世初頭の石高は約1,200石，幕末には3,300石へと拡大した。もともと大きな村であっ

たが，急激な新田開発によって藩政村として異例の大きさに脹れあがったのである。こ

うした状況があったにもかかわらず，なぜずっと１つの村としてまとまっていたのか。

ここに藩政村夜間瀬村を理解する鍵がある。端的にいうと，１つの村としてまとまって

いることに伴う，次のような大きな利益が存在したことがその理由といえる。同村は，

中野平34カ村が山手米を納めて入会っていた夜間瀬山の山元村であり，入会の村々か

ら集めた山手米をとりまとめて領主に納めるなど入会山に対して優越的な権益を持って

いた13）。分村はその権益の輪からの離脱を意味する。このことが『山ノ内町誌』に「夜

交氏支配の一円性にひかれたためか」14）と記される意味と考えられる。

それぞれ名主を置き運営に当たっていたことなどを見ても，夜間瀬村の内部村落の独

立性が強かったことは確かである。しかし，藩政村としての夜間瀬村とその内部村落の

あり方や相互の関係は多集落型藩政村としてはかなり特殊だったのではないか。とくに

石高が3,000石を超えるような超大型の藩政村であったことが重要である。1914年，産

業組合が旧藩政村夜間瀬村ではなく，その内部村落那須川地区を区域に設立されるのは

この藩政村の規模の問題が基本的要因であると考えられるが，この点は後に佐賀県の状

況から一般的に考察する。

近世の一般的な多集落型藩政村とその内部村落の関係は，斎藤氏が夜間瀬村の事例か

ら主張されるほど，藩政村に対してその内部村落の独立性は強くはなかったと考えられ

る。
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２．共同体としての藩政村の意義

一般に藩政村が一集落型になるか多集落型になるかは，豊臣・徳川統一政権による郡

（郷村）から村への編成替へのもと，開発の進展や生産力，村請制を担いうる有力百姓

の存在等に対応した村形成のいかん，村落としての成熟の度合いに規定されるといえよ

う。この点に関して久留島典子氏は，近世に比べ文書量が極めて少ない戦国時代の在地

の文書の残り方について，①村自身が保存し伝来した中世文書が存在し，村民自身が作

成した文書・帳簿等も残されている畿内やその近く近江・紀伊等の国々を含む地域，②

家臣（給人）や代官充の文書，郷村の有力者や「地下衆」・「百姓中」充文書が残る東国

村落（とくに北条氏や武田氏支配下の村落），③戦国時代村落関係史料が非常に少なく，

その地域を支配する国々の武士充に出された文書が残る中国・四国・九州の西国，とい

う地域性を概括している15）。藩政村について一集落型が多い近畿，多集落型が優越する

関東や西日本，しかも関東と西日本の藩政村のタイプや地域性に関する概括的な歴史的

説明として有効であろう。久留島氏の指摘を踏まえると，多集落型の内部村落は統一政

権による村への編成替へ時には村請制の村として扱われるほどには成熟しておらず，ま

た誕生しておらず，その後近世を通して藩政村の内部で形成され成立するといえる。し

かし，藩政村の内部村落としての位置が変わらなければ，後述するような村落機能の面

で限界づけられ，藩政村と並ぶようなものではない という一般的な村落イメージ

を持つ。

藩政村は太閤検地により一般的に成立した村請制の村であり，行政の単位であると同

時に生活上の単位でもあるという共同体としての固有の性格を持つ。藩政村に関する歴

史学の以下のような見解は，この間の研究によって通説として確立したといえる16）。

「初めに近世の共同体が完成していて，そこに村請が強制されたのではなく，村請強

制が動機になって，そのことを要件として組み込んだ新しい共同体の整備へと進む」。

「17世紀後半へかけての時期が新たな共同体形成とみなされる内容としては，百姓数の

増加，耕地面積の拡大，村中入会・番水制の確立，高外共有地の存続を前提にした個別

土地所持の保証方法，一村財政の成立，百姓株の決定，年中行事の定着そのほかの新規

慣行の創出，新村・分村の登場などである。これらのそれぞれにともなう共同関係は自

然生的に生まれてきたのではない。一つ一つの形成には，負担の連帯責任が刺激となっ

ているのである」。「惣百姓寄合は，生産・生活関係をまず第一義にするものではない。

第一義的な性格をあげれば，負担者仲間ということを共通項とする誓約集団である。す
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でに近世では，村落共同体自体を自然生的な運命共同体と見ることはできない。それ以

上の政治的な性格を帯びる『機関』であり，村落と家族住民を媒介する代表者会議体だ

ということである」。

村落を幕藩体制の単なる支配機構とみる古い立場では共同体規制は領主の経済外規制

の体系として機能させられると捉えるが，幕藩制社会の自治的な組織とみる立場は，村

落の運営管理，審判，懲罰，代表選出能力，土地所持諸機能の自律性に着目する。文書

作成，村掟の作成等が常態化するが，「成文の村掟を作成し連印し，毎年確認しなおす

ことによって，いっそう条項遵守の共同団体の方向へ押し出されていくのである。こう

して村落は，訴訟，要求，監督の主体としては信用を増してゆき，公法的存在性を高め

ていくのである」。

柳田国男は，村はもともと宅地のある部分だけを指し，田畠や山野はその村に属する

土地ということになっていたが，村が１つの行政区画となってから，その田畠・山野も

総括して村と呼ぶようになったと指摘したが，この点も水本邦彦氏の研究で具体的に検

証された17）。歴史学以外では，藩政村を単に「人為的に上から作られた行政村」と捉え

たり，村組（講組）こそ「共同体中の共同体」であり藩政村を村落共同体とするのは表

面的な見方とする見解がみられるが，大きく進展した近世村落史研究の中で通用力をな

くしたといえる。

長い引用をしたが，専門の業績によって共同体としての藩政村の意義を再確認するた

めであった。近世村落史研究では1980年代，村落自治の研究が飛躍的に進み，当時

「近世農村史のキー・ワードは『自治』18）」といわれるような状況が現出していた。村落

自治とは藩政村のそれが中心である。斎藤氏の自治村落論の主著『農業問題の展開と自

治村落』に収載された自治村落に関する主要な論文は1960年代から70年代にかけてま

とめられている。同時代の村落史研究の成果を踏まえ立論されているとはいえ，1980

年代以降の近世村落史研究の成果は当然，反映されていない。とくに，上述の引用にみ

たような村請制を踏まえた共同体としての藩政村の意義の把握は十分ではなかったとい

える。

そして，今度の自治村落概念の拡張・修正によって藩政村の意義の相対化がいっそう

進んだと思われる。多集落型旧藩政村の内部村落に関して，相対的に独立性が強いとは

いえ，旧藩政村と同じく自治村落と規定するのは，藩政村固有の意義の軽視であり内部

村落の機能の過大視であろう。これは自治村落論の意義に関わってくるような問題であ

ると考えられる。
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３．初期農村協同組合の組織区域 一般性と特殊性

自治村落は，日本の村落を捉える歴史的概念であると筆者は理解している。その拡張・

修正が，それによって日本の村落の歴史をより有効には把握できるようになれば意味が

あるが，何か混乱につながるようなことであれば問題である。そこで，歴史の実態から

自治村落概念の拡張・修正の意味を考察する。

検討すべき問題は「はじめに」でまとめた斎藤新論文の論点の③，つまり産業組合の

区域である。明治30年代以降設立される産業組合は第1次大戦期ぐらいまでは「部落」

を区域とするものがほとんどであり，その後政策の普及促進の対象転換のもと，町村区

域の組織に再編一元化していくことは周知の通りである。斎藤氏は主著ではこの時期の

産業組合が大字を区域するものが多かったことに注目し，自治村落論を立論した。坂根

氏はその部落組合について，佐賀県等を事例に多集落型旧藩政村では藩政村ではなくそ

の内部村落を区域とするものが多かったとしつつ，自治村落論を批判した。これに対し

て，斎藤氏は新論文において部落組合の区域を長野県と佐賀県について検討している。

長野県と佐賀県は町村制前の明治初頭，町村合併が盛んに行なわれたことが特徴であ

る。複数の藩政村が合併し誕生した村が直後町村制によりさらに他村と合併して明治行

政村になる。あるいは町村制ではどの村とも合併せずそのまま明治行政村になるケース，

あるいは２段の合併ではどことも合併せず藩政村のまま明治行政村になるケースもある。

こうした場合，農業集落調査の大字とは町村制前の合併でできた村であり，旧藩政村で

はない。あるいは町村制時に合併しなかったときは統計上「大字がない」ということに

なるが，その内実は明治行政村が町村制前の合併でできた村や藩政村の範域にできてい

ることを意味する。大字をめぐってはこのような複雑な歴史的背景があり，大字と藩政

村を同視して自治村落論批判を行なうことは必ずしも正しくない。明治初頭の合併が多

かった佐賀県や同じくそうした合併の多さと「大字がない」明治行政村の多さで特徴が

ある長野県については，この点はとくに注意が必要である。大字と藩政村を同視してい

るとの斎藤氏の坂根氏への反論は正当である。

斎藤氏は産業組合の区域を藩政村だけではなく，それとクロスさせて大字との関係で

も検証している。しかし，大字との関係は坂根氏の批判との関係で問題になるとしても，

反論は右に述べた点に尽き，込み入った話になるだけなので藩政村との関係だけを斎藤

氏作成の諸表で見てみる。

長野県については，単一ないし複数の藩政村を区域とする産業組合は，全体84組合
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のうち74，割合にして88.1％である。残り10，11.9％が多集落型藩政村の内部村落を区

域とする組合である（1924年現在）。

佐賀県については，全体152組合のうち単一の藩政村を区域とする組合は89，同複数

は28，合計117，割合にして77.0％である。残り31，20,4％が多集落型藩政村の内部村

落を区域とする（1919年現在）。

このように長野県や佐賀県のような，旧藩政村と大字や明治行政村の関係が全国的に

見て特徴がある地域でも，一般的に部落産業組合が藩政村を区域に組織されたことは確

実である。藩政村はほぼ大字に当たるというかつての認識を今度改めたことによって問

題点が修正された。斎藤氏にあっては以前も今度も，藩政村継承村落が部落産業組合の

区域であるという認識自体は変わっていないが，これが自治村落論新展開の１つの積極

的意味である。

部落産業組合の区域が旧藩政村かどうかについては決着したといえる。だが，新論文

によって自治村落論に新たな問題が浮上した。多集落型藩政村の内部村落も自治村落と

捉えられるとする自治村落概念の拡充・修正がもたらす問題である。組合の区域となっ

ている藩政村とその内部村落の構成比は，長野県や佐賀県でも９：１，４：１と大きな

差がある。また藩政村全体，内部村落全体の中で組合の区域となっているそれぞれの割

合となると，すぐ後で見る佐賀県杵木郡の状況のように藩政村の方が圧倒的に多い。藩

政村だけでなく，その内部村落も自治村落として捉えられるとするなら，こうした差は

どう理解されるのか。いかなる条件のとき，多集落型藩政村の内部村落は産業組合の区

域となっているかを独自に検証して，藩政村とその内部村落の関係を考察する。

佐賀県県杵島郡は藩政村112，町村制前の村52，明治行政村24，そして農業集落312

をかぞえる（2000年現在）。斎藤氏作成の表３（136頁）によると，佐賀県「産業組合

一覧表」（1919年）の同郡の産業組合は26で，そのうち「旧藩政村の小村・集落」が６

である。残り20が旧藩政村単一16，同複数２など旧藩政村を区域としている。旧藩政

村の小村等を後に農業集落になる村落として農業集落312に対する割合を見ると，1.9％

である。これに対して，藩政村全体に対する藩政村を区域とする組合の割合は17.9％で

あるので，産業組合との関係は，それぞれの比重から藩政村とその内部村落ではまった

く異なることがわかる。同郡では産業組合は14の町村に存在し，残り10の町村には存

在しない。有明海沿いの広い干拓地域を含んでいるせいか，同郡には石高1,000石以上

の大規模な藩政村が目立つことが特徴で，そうした村は27をかぞえる。

組合が複数存在する村について，それぞれ旧藩政村と農業集落の数を示した（表１）。
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このほか組合が１の町村が７，組合なしの町村が10である。いわば，表示の７村は郡

内で組合が多いトップ７ということになる。同郡では上述の通り現在の農業集落は藩政

村の３倍弱の数をかぞえる。ほとんどの農業集落は近世に形成されているから多集落型

の藩政村とは，前にも述べたように現在農業集落として認定されている村落を内部に含

んだ村であり，一集落型とはそうした村落を含まずそれ自体が現在の農業集落になって

いる村である。個別の藩政村について一集落型か多集落型かの区別や明治行政村の範囲

で両者の内訳は聞き取りで明らかになる。しかし郡の範囲で両者の内訳を出すことは不

可能ではないがかなり困難である。そこで傍証のために作成したのが表１である。これ

によると，組合が３以上存在する４村は，武内村を除き藩政村と農業集落の数が郡の平

均よりかなり接近していることがわかる。これは要するに，こうした町村の郡内におけ

る特徴としては，一集落型の藩政村が多く，かつ石高1,000石を超えるような大規模藩

政村が支配的でないことを意味している。組合が２の西川登村を含め組合が複数存在す

る町村に共通した特徴が見て取れる。

表２は，以上と逆のことを組合がない町村の方から見たものである。組合が存在しな

かったことと，藩政村のあり方からみた明治行政村の特徴には明らかに一定の関係があっ

た。1,000石以上藩政村の割合に注目したい。まず村の数では，全体９町村のうち全部

が大規模藩政村という３村を含め，大規模藩政村によって半数以上構成されているのが

４村，そしてそうした大規模藩政村の石高合計が全体の６割を超えるのが６村におよぶ。

つまり，大規模藩政村が支配的な町村において，産業組合は組織されていないのである。

明治行政村を構成する旧藩政村のあり方は部落産業組合の普及を大きく規定している
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表１ 産業組合が多い村の特徴（佐賀県杵木郡）

明治行政村

旧藩政村数
農 業

集落数

産 業

組合数計
うち1,000石

以上の村

橘 村 7 － 13 4

橋 下 村 8 － 11 3

武 内 村 7 － 20 3

復 古 村 8 － 11 3

大 町 村 4 2 13 2

北 方 村 3 2 20 2

西川登村 5 － 6 2

資料：旧藩政村は『佐賀県の地名』平凡社，農業集落数

は「2000年農業集落カード索引表」，産業組合数

は『佐賀県産業組合一覧表』1919年。

表２ 産業組合なしの村の特徴（佐賀県杵木郡）

明治行政村

旧藩政村数 石高比率（％）

計
うち1,000石

以上の村（Ａ）

Ａの合計×100

行政村の合計

中 通 村 4 － －

山 田 村 2 2 100

山 口 村 4 1 66

佐留志村 3 3 100

北有明村 3 3 100

錦 江 村 8 3 64

武 雄 村 8 1 25

若 木 村 2 1 68

東川登村 3 － －

資料：表１に同じ。



こと，藩政村の一集落型か多集落型ということでは，多集落型において部落組合が設立

しにくいこと，そしてその場合も藩政村が極端に大規模になると組合の設立に重大な障

害になっていることが結論として導き出される。

とはいっても，杵島郡では大規模な藩政村の区域においても組合がつくられている。

大規模な藩政村はほとんど例外なく多集落型である。斎藤氏は，組合の区域について，

藩政村の一集落型，多集落型によってどう異なるかまでは検討していない。そして，多

集落型藩政村では藩政村ではなくその内部村落を区域とするものが多いとの批判に対し

ては，厳密には組合が設立された多集落型藩政村について，藩政村の区域か，それとも

その内部村落の区域か内訳を明らかにする必要があるので反論としては不十分である。

そこで，杵島郡について（佐賀県全体では不可能も同然），組合が設立されているの

は一集落型か多集落型かで分け，さらに後者について区域が藩政村一円かその内部村落

かを見てみた。その結果は，行政村単位が２，そして藩政村の一集落型５，そして多集

落型が20である。さらに多集落型について，藩政村を区域とするもの13，藩政村の内

部村落を区域とするものが７という結果が得られた。多集落型藩政村では組合はその内

部村落を区域とするものが多いとの主張は，杵島郡のような地域でも成り立たない。こ

れがここで確認しておきたい１点目である。

２点目に，多集落型旧藩政村の組合で，かつ藩政村ではなくその内部村落を区域とす

る７組合について，組合および，藩政村とその内部村落の状況を見てみる（表３）。

その結果，７組合のうち４組合が，同じ藩政村にある２組合を含め，石高1,000石前

後，多いのは2,000石を超えるような大規模藩政村にあった（表３の②③⑤⑥）。こうし

た大規模藩政村は上述のように全体としては組合設立の障害となった。それでも大規模

藩政村でも藩政村が組合の区域となっているケースもあり，これとその内部村落が組合

の区域となっているものとのふた通りがあった。ところが，藩政村の内部村落が組合の

区域になっているものに限ると，このように大規模藩政村の場合がきわめて多く，目立

つのである（斎藤氏が指摘した前述の長野県夜間瀬村もまさにこのケース）。

３点目として，そのほか①の区域の大字梅野は，町村制施行の合併時に旧藩政村自体

が分裂の憂き目にあった村落である。藩政村の時代は本村以外に小村として２村落があっ

た。それが，分裂により他村の大字となった本村を除く地域を区域とする組合である。

その地域が２村落か１村落かは確言できないが，組合員数からすると２村落，組合の名

称からすると１村落と考えられる。分裂がなければ，藩政村を区域とする組合になった

可能性が大きい。④の小田志村はいちおう藩政村とされるが，資料によっては他の藩政
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村内の小村とされたり，別の藩政村の枝村とされたりして，藩政村としての資格が疑わ

しい面がある。それに加え，近世窯業が盛んで，枝村とされた同村から陶工が移住して

いる。⑦の区域の旧藩政村上野は支配する藩が違う相給村落であり，これが内部村落を

区域とした要因とみられる。

以上を要するに，多集落型藩政村の内部村落が組合の区域となっているのは，大規模

藩政村の場合か，藩政村といいながら，組合の区域ということでは一部条件を欠く，な

いし地域的統一性が弱いという，その意味で準
�

藩
�

政
�

村
�

ともいうべき村落であった。いず

れも組合が藩政村でなくその内部村落を区域とするそれなりの理由があった。それは斎

藤氏が指摘するような藩政村の内部村落のあり方，独立性というよりも，藩政村のあり

方自体に規定された問題として捉えられるべきではないだろうか。逆にいうと，このよ
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表３ 多集落型旧藩政村の内部村落を区域とする産業組合（佐賀県杵木郡）

資料：前掲『佐賀県産業組合一覧表』，備考は『角川日本地名大辞典 佐賀県』および前掲『佐賀県の地名』によ

る。

産業組合名 設立年次 組合員数 組合区域 備 考

① 西梅野 1908 91
武内村大字梅野西

梅野一円

藩政村三間坂村は三間坂・西梅野・東梅野の３村に

分かれる。1889年中通村の大字となった字三間坂を

除く地域と真手野村が合併した武内村に。1921年頃

大字三間坂は梅野と改称。

② 大日納手 1908 80

橘村大字大日字納

手大字永島字潮見

区一円

藩政村大日・上野原・三法方の３村合併し橘村の大

字大日に。藩政村大日の石高945石。枝村に納手・

小野原・北樽崎・南樽崎村，また大日村の他，右４

村に分かれていると記される。戸数255（明治11年

戸口帳）。③ 北樽崎 1909 58
橘村大字大日字北

樽崎一円

④ 弓野 1909 71
西川登村大字小田

志字弓野一円

「宝暦郷村帳」には１村，「天明郷村帳」では大草

野北村の小村。「明治７年取調帳」等に袴野村の枝

村として見える。窯業が盛んで，江戸時代には袴野

村から陶工が小田志村の小田志や弓野に移住した。

農業集落には「小田志」と「弓野」。

⑤ 牛屋 1912 54
南有明村大字牛屋

字東分一円

有明海干拓地域。藩政村牛屋村石高2,108石。「宝暦

郷村帳」等では東牛屋村と西牛屋村に分かれている。

⑥ 馬神 1913 28
北方村大字大崎字

馬神区一円

大字大崎は藩政村北方村にほぼ重なるとされる。北

方村石高1,393石。馬神はその小村か。北方区を区

域とする組合と同日設立。

⑦ 西上野 1914 35

橘村大字永島字西

上野小字玉江上中

小地□石一円

藩政村上野・永島・花島の3村合併し橘村の大字永

島に（ただし1989年永島・花島の２地域は武雄村に

移る）。「明治11年戸口帳」では佐賀本藩領「上野村」

と蓮池藩領「上野村」に分かれて見える。農業集落

には「上野」。



うな条件がなければ組合は藩政村を区域に設立された。石高1,000石超の藩政村という

のは，全国的に見たときおそらく特殊な存在である。藩政村が分裂したケースはさらに

特殊であろう。とすると，藩政村の内部村落が組合の区域となっているのが２割前後と

いう佐賀県や杵島郡の状況は割合としては例外的といえないが，多分に特殊な地域的事

情を反映した例外に近い問題ではないだろうか。

新論文における自治村落概念の拡張・修正は，藩政村とその内部村落の差異を曖昧に

し，その結果として，初期農村協同組合における旧藩政村の意義を正しく捉えられなく

なったと考えられる。かつての藩政村継承村落に限定した自治村落概念の方が初期農村

協同組合と旧藩政村の関係を正確に把握しており，かつての自治村落論はその限りで歴

史理論として有効であった。したがって，藩政村の内部村落をも自治村落とするのは理

論の正しい方向での発展・修正とは考えられない。

４．現代化としての村落機能の重層化と農事実行組合

以下の２つの節の前提になるので，あらためて日本の村落について述べておく。近現

代の村落は呼称であげると，町村，大字，小字や村組など多様であり，これらが重層的

に存在する。旧藩政村というのも，以上で述べてきたように村落の歴史研究では重要で

ある。近世の五人組組織も近代のある時期までは実体があった。範域が必ずしも一致し

ない藩政村と大字の関係については８～９割は一致するとの説があるが19），少し過大な

見方かもしれない。町村の明治行政村は村落に通常含めないようである。しかし，昭和

の市町村合併により明治行政村は制度的な行政自治の単位でなくなるが，現在も旧村と

して地域づくりや農業を守る取り組みの地域的基盤になっていることが多い。昭和の合

併から半世紀。村落の歴史研究では，旧藩政村を村落とするのと同じく，明治行政村も

村落としてその地域的統一性の形成やあり方を取り上げる必要がある。

以上の，多分に歴史的カテゴリーの村落に対し，現在農業集落調査によって村の「基

礎的な単位地域」として統計的に把握される農業集落がある。それは「一般に『部落』

と呼ばれているもので，もともと自然発生的な地域社会であって，家と家とが地縁的，

血縁的に結びつき各種の社会関係をかたちづくってきた農村における基礎的な単位地域」

と定義され，地理的領域として一定の土地をもち，社会的領域として一定の家から構成

されると捉えられている。この規定を受けて農業集落を「基礎的な村落共同体」とし，

「なぜ共同体が現存するのか」をモチーフとする「今日の共同体」の比較研究が提唱さ
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れたりする。基礎的とは「共同体は必ずしも単体的なものではなく幾重にも重層する存

在であり，その中で最も基礎的な生産・生活共同体」とされるが，この捉え方に筆者も

賛成で，農業集落を現在の基礎的な村落共同体として「むら」と呼び他と区別している。

問題は，農業集落と近世の基礎的な村落共同体つまり，藩政村の関係である。これを

統計的に把握することはできない。次善の策として農業集落と大字の関係を見ると，３

割弱しか一致しない。町村制前の明治初頭の村合併や明治行政村の成立過程の事情が影

響して，農業集落と藩政村の一致率が実際より低く表われている。大字と農業集落の不

一致問題（大部分藩政村と農業集落の不一致問題）の基本的要因は多集落型藩政村の内

部村落にある。つまり，多集落型藩政村では藩政村ではなく，その内部村落がほとんど

現在農業集落になっている。この点が大字または藩政村と農業集落の不一致をもたらし

ている。しかし，とはいっても前述の，自治村落論について立論の前提が成り立たない

との全面否定は性急に過ぎよう。藩政村と大字や農業集落の関係は地域差が大きく，近

畿や北陸等では３者が一致する村落がほとんどである。また，多集落型藩政村でも初期

の部落産業組合は旧藩政村を区域としているから（産業組合だけではなく他の諸団体も

同様），近代のある時期までは旧藩政村が基礎的な村落共同体と見られる。その点で自

治村落論は時期を限れば立論根拠があった。

こうして突きつめると，問題は，歴史の時間の問題，および村落形成の問題に帰着す

るのではないかと考えられる。すなわち，日本の村落にとって近現代の時期は，旧藩政

村に代わって現在農業集落と捉えられている村落が基礎的な村落共同体になっていくプ

ロセスである，というのが筆者の理解である。

言えば単純な話であるが，もちろん最初からこうした見方があったわけではない。自

分の研究についてもう少し触れると，農家小組合に関する論文をまとめた辺りからこん

な考え方が芽生え，その後部落会に関する論文20）をまとめた時には確信に変わった。

近現代の村落を多様で重層的なもの，固定的にではなく，それ自体歴史的に形成されま

た形骸化もする変動的なものとして捉える。現状の調査をすると旧藩政村の改革・分割

による新村落の形成，その地域的統一性の弱化・実質的形骸化，基礎的村落共同体の変

更など一般に見聞きする。先の２論文では，「自治村落の時代」つまり，藩政村継承村

落を基礎的な村落共同体とする時代が「農業集落の時代」つまり，現在農業集落になっ

ている村落を同じくそれとする時代へ変化するプロセス，および戦時下部落会の設立を

画期として「農業集落の時代」が始まることを明らかした。農家小組合，その法人化し

た農事実行組合（以下農実組）の設立と発展がこの歴史的変化の鍵をなす。斎藤氏の言
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う「多集落型旧藩政村村落の重層構造」も，農実組がめざましく発展する1930年代以

降形成されたものではないか。こうした村落の歴史的変化をどう把握するかが近現代村

落史研究では重要な課題である。筆者の拙い研究に対する今度の斎藤氏の批判的検討も

かかる見地から受け止め議論することが研究の前進にとって重要であろう。

さて，農実組は一般に，後に農業集落になる村落を区域にしている。旧藩政村との関

係でいうと，多集落型藩政村では，農実組は藩政村でなくその内部村落を区域にすると

ともに，内部村落は後に農業集落になっている。一集落型藩政村でも，藩政村を区域に

するのでなく，村組ごとに分かれて組合が設立されていることが少なくない。政策の側

や指導する方も適正規模（20～30戸ないし40戸）を重視して普及を図り，そうした規

模の農実組が実際活発に活動した。過大に過ぎるものは「組合の統制に欠陥を生じ」，

過小に過ぎるものは「組合員の結束は充分なるも事業経営上之又種々の結果ある」との

理由からである。近畿等一部を除き，大字が組合の区域として重視されることはなくなっ

た。当初大字単位の普及促進の方針を持っていた地域でも，大字単位の組合の活動が思

わしくなかったため，その方針を変えている。

このような論旨の私見に対し斎藤氏は，「農事実行組合の組織区域について注目すべ

きことは，村落内部の組等の小地縁集団の範域を区域とする場合を含めて，それが伝統

的な独立村落の範域をでなかったということではなかろうか」と批判される。斎藤論文

140頁の，組合の組織区域の全国データの見方に関しては疑念が残る21）。それを除くと，

事実の認識にほとんど違いはない。問題はその評価に関わる。すなわち，農実組が藩政

村ではなく，その内部村落（小字等）あるいは一集落型藩政村では村組等を区域にして

いることをどう理解するかである。

結論的にいうと，自治村落概念の拡張・修正によって，初期産業組合の区域問題では

旧藩政村の意義の軽視に帰着するとすれば，農実組の区域問題では逆に旧藩政村の村落

機能の歴史的限界性の把握をゆがめることになるのではないか。農実組は「農村自治の

原基形態」で「部落自治の中心機関」「村自治の細胞」とされるが22），村落諸活動の中

心となり生活・生産面の共同化が進められた。その展開の上に部落会が体制的に確立，

それを経て農業集落を基底的な村落共同体とする現在の農村が生まれた。農実組発展の

基礎には農民の主体形成があった。旧藩政村の内部村落や村組を区域にしているのは組

合が事業志向性をもち，団体として経営活動を行なうからであり，その結果として時代

に規定された組織の適正規模に制約されることになる。斎藤氏のように旧藩政村ととも

にその内部村落も同じく自治村落とし，農実組の組織区域について，伝統的な独立村落
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の範域をでなかった点だけに注目することは結局，このような歴史的変化を見落とすこ

とになるのではないか。

ここで問題を少し変える。一集落型旧藩政村と多集落型旧藩政村の違いを明らかにす

るため，経済更生運動と行政村やその中の村落の関係について考察する。素材として優

良経済更生村（以下優良村）を取り上げ，その行政村やその中の村落のあり方を見てみ

る（表４）。ここで優良村とは，農林省経済更生部から経済更生計画とその実行状況の

詳細な報告書が出されている９村を指す。群馬県北橘村や長野県浦里村，鳥取県竹田村，

香川県陶村など，活発な経済更生運動で全国の注目を集めた村である。

優良村には村のあり方で明確な特徴が見られる。その構成を見ると，①村落が全て一

集落型旧藩政村つまり，旧藩政村＝農業集落である村が５，②単一の多集落型旧藩政村＝

明治行政村である村が２，③多集落型旧藩政村主体の村が２である。②のような行政村

は一般にそれほど多かったとは考えられない。しかし，このような村が２村も優良村に

なっていることが注目される。これは，このような村では比較的更生運動が活発に行な

われる傾向があったことを物語っている。その要因としては，旧藩政村がそのまま明治

行政村になったことによって，いわゆる部落割拠性が避けられたということ，その結果

更生運動の鍵を握る村長など中心人物がその主導性が発揮しやすかったということが挙

げられる。同じく比較的更生運動が活発に行なわれる傾向があった村として，①の，全

て一集落型旧藩政村の村がある。①のような村と③のような村のどちらが全国的に見て

多かったかは分らない。しかし，前者が後者の2.5倍も多く優良村になっている。その

うえ，挙げられている優良村は，近

畿の１村を除き，多集落型旧藩政村

が支配的な関東，東山，中国，山陰，

四国，九州の村である。この２点を

考えると，一集落型旧藩政村の村で

は比較的更生運動が活発に行なわれ

る傾向があったことは確かである。

そのような差が何に起因するかとい

うと，行政村を構成する村落の統一

性の問題であることは見やすい。多

集落型旧藩政村は相対的に統一性が

弱い。それはなぜかというと，後に
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表４ 優良更生村の特徴

明治行政村のタイプ 村数 県別村数

①全て一集落型旧藩

政村
５

群馬１ 山梨１ 長野１

滋賀１ 鳥取１

②単一１多集落型旧

藩政村＝明治合併

村

２ 山口１ 香川１

③多集落型旧藩政村

主体の村
２ 島根１ 熊本１

資料：農林省経済更生部『全国優良更生農村経済更生計画

及其ノ実行状況』に報告された９村。①の５村は群

馬県北橘村，山梨県武川村，長野県浦里村，滋賀県

南比都佐村，鳥取県竹田村，②の２村は山口県佐々

並村，香川県陶村，③の２村は島根県富山村，熊本

県金剛村。



農業集落になる内部村落が存在したからである。前述の斎藤氏のような理解だと，こう

した多集落型旧藩政村がはらむ問題が捉えられなくなるのでないだろうか。

多集落型旧藩政村においてその内部村落に農実組が組織される意味に関連して述べた。

さらに個別の事例に即して話を続ける23）。

上述③の優良村２村の１つ，島根県富山村は広い山林を有する林業・畜産中心の山村

であり，1936年優良村として農林大臣表彰を受けた。旧藩政村は３つ，すべて多集落

型である。町村制に伴い３旧村は区になる。その後，1915年に区制が改正され，区は

３つの旧藩政村から17区になる。本村の農業集落を見ると，17をかぞえる。このこと

から旧藩政村の内部村落は合計17であり，これらが現在の農業集落になったと見て間

違いない。

本村の更生運動で特筆に値する事業として挙げられているのは，溜池・水路等の新・

修築のほか，耕地整理，農実組の組織化と活動，負債整理事業，小作料の改定，公益質

屋，自作農創設維持事業，畜産業の発達等である。全村民同一氏子ということで３大字

の３氏神社を合併合祀。農実組は区を区域に組織された。したがってその数はちょうど

区と同じ17である。15年の区制の改革により，それまでの旧藩政村＝大字＝区から，

旧藩政村の内部村落＝区＝農実組に変わったのである。17の農実組のうち４組合に負

債整理組合が設立される。農会は17部落（区）から総代が出，更生運動ではそれぞれ

農事部，園芸部，畜産部等５部を分担した。一人一役主義，適所適材主義による多数村

民の参画が重視された。

ところが，村において重要な事業を担う耕地整理組合は３つの大字ごとに組織され活

動したことが注目される。婦人会も３大字単位に支部がおかれた。

更生運動までの「部落」（この場合旧藩政村の内部村落）は単なる人家の集合で，自

治機能はなはだ薄弱，普請葬儀のみ，自治・産業・経済の部落的共同活動が乏しいとさ

れていたが，更生運動により「部落意識の高潮」が図られたとされる24）。

区が15年に旧藩政村からその内部村落に変わったことからすると，基底的な村落共

同体はこ
�

の
�

と
�

き
�

３つの旧藩政村から17あるその内部村落に変わったと見るべきであろ

う。これは自治村落論では想定外の事態である。農実組が旧藩政村ではなくその内部村

落や組を区域に組織されたことを認めるとしても，藩政村継承村落としての自治村落の

過大評価に対応して，（旧藩政村に対する）区域の内部性だけが重視されたり，同じく

「意思決定の実質的な場」としての旧藩政村の不変が主張される（牛山敬二氏25））。あく

まで旧藩政村が主で，その内部村落は下部組織，従というのが想定される事態である。
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ところが，本村の事例はその逆である。本村でも更生計画は役場，部落（この場合旧藩

政村），農実組のそれぞれ役割を決め実施された。部落は，本村更生計画の基幹である

溜池・水路等耕地整理事業を村行政のもと遂行するという重要な役割を担っていた。一

方，農実組は各種の共同，農機具の設置，品評会を通しての相互研究，生活・社会面の

共同等の役割を担った。前述の村落機能の重層性の問題である。このような役割分担は

一般に課題に応じた地域の対応ということになるが，それぞれ課題に対応した固有の意

志・方針がはたらいていたと捉えるのが自然ではないだろうか。

富山村と異なり，全て一集落型旧藩政村（旧藩政村＝農業集落）の村で農実組が一種

の村組を区域に組織された群馬県北橘村や長野県浦里村においては，農実組は旧藩政村＝

大字の更生区の下の，更生運動の実行機関として位置づけられた。では農実組は主体性

がないのかというと，筆者の見方はそうではない。北橘村では産業組合・農会と農実組

の連携，村経済の統制のもと農実組との関係を抜きにして組合員の経営と生活は成り立

たなくなった26）。斎藤氏は，組合員の違反行為防止の強制力として働いたのは「自治村

落としての拘束によるもの」とされるが，農実組をはじめ協同諸組織が有した以下のよ

うな決定的な影響力こそが強制力の源泉と捉えるべきではないか。

農実組は規程にもとづき役員を選出し総会を開催して各種事業を行なう。その過程で

必要に応じて種々区との調整も行なう。産業組合・村農会主催の農事実行組合長会議を

頻繁に持ち，村民生活の重要事項はそこで決定された27）。農実組の地位の高さを反映し

て，産業組合理事は農実組単位に選ばれ，村議の選挙も事実上農実組の推薦いかんによっ

て決まったといわれる。優良村の主体形成として組合長には30代の青年層が多く就任

し，１年150～200日も公務に従事したことも重要である。

農実組が旧藩政村の内部村落や村組に組織されたということは，斎藤氏の議論と関連

する村落のあり方でいうと村落機能の重層化ということであり，また牛山敬二氏の村落

の「意思決定」論ということではその多元化ということであり，その他従来の議論との

関連では産業組合の発展でいうと組織・事業の大衆化，運動＝支配でいうと更生運動へ

の村民参加＝動員の進展など措定が可能である。

以上を要するに，斎藤氏も筆者も地域的基盤としての村落のあり方に注目することは

同じである。筆者の場合，さらに旧藩政村からその内部村落へのその変化の歴史的意義

に注目すべきではないか，というのがひとつの基本的な考え方である。そして，以上概

観したような，筆者の言う「村落機能の重層化」という事態は，経済更生運動を通して

新たに形作られたと理解されることも強調しておきたい。
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５．反証としての北海道の農事実行組合

斎藤氏は１節をとって北海道の産業組合と農実組について論じている。筆者の自治村

落論批判に対する反論のためである。批判の要点に関しては，「北海道という自治村落

なき地方で産業組合と農実組の顕著な成立発展が見られたが，この事実は，自治村落概

念の分析概念としての有効性を疑わせるものではないかという点にあると見られる」と

している。少し誤解もあるのではないかと思われるが，後で述べる。

ここで斎藤氏が田端保氏や坂下明彦氏らの研究成果を踏まえつつ提示した論点は次の

通りまとめられる。①1930年代の北海道産業組合の大きな発展は政府による強力な保

護と関与，さらに産業組合の全国的な系統組織化の完成，中農層の分厚い形成の３要因

による。②農実組は道庁，農会による強力な指導奨励によって組織され（→官製的性格

の強さ），農実組が逆にそのまま村落として機能するということになった（農事組合型

村落）。それは府県の村落と異なり，固有の固定的な領域と領民を持たず，それ自体強

い統合力を持たない，町村行政の末端組織という性格の強い村落である。③補助金がら

みの共同設備の利用の進展，共同作業や生活面の共同事業の低調さ，もっぱら農実組の

産業組合細胞化を達成するものとして進められた農実組の産業組合加入，組合員との関

係では不合理な平等主義的運営よりも一個の経営体としての面が強いなど，総じて機能

性が強く，府県の産業組合・農実組を「農村の協同組合」というとすれば，「農業の協

同組合」というべきものとして発展した。④中農層形成の相違による産業組合発展と農

実組普及の地帯差の大きさ，あるいは全国平均以下の産業組合組織率，同じくそれをか

なり上まわる農実組未設置市町村割合から，庄司のように自治村落の欠如が農実組等を

発展させるプラス条件になったというのは誤りであるとともに，1920年代まではその

不振の原因であった。⑤「北海道では，自治村落がなくても可能な性格の農業協同組合

を，時代の特殊性と地域の特殊性を条件とし，また自治村落という村落類型が支配的な

府県の農村協同組合の発達を条件として発展させることができた」。

斎藤氏にはめずらしく節全体の中で④と⑤は論旨がややつかみにくくなっているので

④は筆者なりの解釈を示し，⑤についてはそのまま引用した。①～③は事実問題として

見解の相違はない。問題は④と⑤，つまり北海道の産業組合と農実組，とくに農実組の

発展と自治村落の欠如との関係の評価に関わる。

筆者は北海道をはじめいくつかの県を取り上げて農実組発展の地域比較を行なうとと

もに，それを通して北海道の特徴を明らかにしようとした。その中で北海道の農実組の
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事業志向性と補助金依存性の強さを組織・活動面から指摘するとともに，その発展につ

いて，比較した９道県の中で鹿児島県とともに1941年当時「活動がもっとも活発であっ

た」と述べた。そして，その発展の要因について，自治村落の欠如や，鹿児島県の場合

にはその村落結合の弱さによるものとしている。他では北海道の農実組の特徴である事

業志向性の強さ等と自治村落の欠如との関係などを指摘しているが，この点に限っては

勇み足であった。斎藤氏が指摘する④は筆者のこの主張への反論である。

北海道の農実組が，筆者が比較した９道県の中でもっとも活発だったかはともかくと

して，自治村落なしに発展したことは事実である。そして，自治村落の欠如ゆえに，事

業志向性・機能性が高く，その点で組合らしい組合として発展活動したことも事実であ

る。自治村落のような社会的結合なしに結集出発するわけだから，これに伴う組合「初

期化」の固有の矛盾，条件の不利性は斎藤氏の指摘の通りだとしても，1920年代まで

の不振の要因に関しては，農実組発展の過程で府県と同じくその規模の問題が立ち現わ

れたことにも注意する必要がある。この問題は32年，組合区域の再設定がなされ，そ

れまでの町村行政区単位から20～30戸を基準とする小集団へと分割された。この背景

には行政区単位の組合の活動が思わしくないとの道庁らの判断があった。いわば組合の

適正規模の問題から区域の変更が行なわれることは府県の多くの農実組と同じであるが，

北海道では村落の社会的結合を基盤としていなかったがゆえに，発展の障害としての区

域問題はより重大な意味を持ったのではないだろうか。組合区域の再設定により，それ

以降北海道の農実組は大きな発展軌道を描く。

資料的に特殊的農家小組合と区別される一般的農家小組合のうち法人化し農実組となっ

ている組合の比率とその産業組合加入率の２つの指標から各道府県の農実組発展のレベ

ルを比較すると，村落のあり方との関連が認められることは明らかにした通りである。

近畿や北陸など，旧藩政村≒大字と農業集落が一致する村落が支配的な地域では両方と

も全国平均以下の府県が多い。両方が全国平均以上の府県が多いのはまず関東であり，

次いで九州，中国，東北の順である。これらの地方は多集落型の旧藩政村，つまりその

内部村落が現在農業集落となっている村落が多い地域である。旧藩政村の伝統を継承し

相対的に村落結合も強いといえる近畿等よりも，これらの地域で法人化や産業組合への

加入が進んでいる。構成員の平等性とその利害対立を恐れるあまり事業を積極的に行な

えない，または行なおうとしない保守性がむらの論理といえる。村落結合は農実組の活

動がむらの論理に沿う限りその基盤になるが，組合の過度の事業志向性・機能性が構成

員の平等性というむらの論理を損なうとその活動を制約する方向にも働く。これがこう
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いう地域差を生んだ要因ではないか。このように理解すると，自治村落なしの北海道に

おいて先の①～③のような特徴を持つ農実組が組織され活動した理由が了解される。北

海道の事例は例外ではなく，1930年代という時点での農実組の発展のこうした一般的

傾向を先端的・象徴的に示すものであったといえる。

斎藤氏の⑤の主張がこのような意味であるとすれば，その認識は筆者と同じことにな

る。北海道の事例は自治村落論の有効性そのものに疑問を出したということではなく，

ここでも歴史理論としてのその意義と限度を明確にするため若干の論点を提起したとい

うのが正しい。

お わ り に

自治村落論の新たな展開を図った斎藤新論文では，近現代の多様な村落が注目される

ようになり，それに伴い自治村落概念の拡張・修正がなされた。すなわち，旧藩政村だ

けではなく，多集落型旧藩政村の内部村落も自治村落として捉えられることになった。

この内部村落は後になって現在の基底的な共同体としての農業集落になる。また，藩政

村の内部の村組にも目が向けられることになった。その他藩政村と大字の差異も強調さ

れているが，これは実証の方法に関わるものである。

村落の多様性や村落機能の重層性への着目は評価されるべきものの，自治村落概念の

拡張・修正という対応の結果，かえって歴史的実態の把握が曖昧になったり，捉えられ

るべき問題が捉えられなくなったのではないか，というのが本稿の第１の結論である。

斎藤氏が実証的にまず問題にした初期産業組合は，多集落型藩政村が多い佐賀県のよ

うなやや特殊な地域においても一般的に旧藩政村を区域にしていた。藩政村の内部村落

を区域にして組織されるのは，超大規模な多集落型藩政村とか，いちおう藩政村と見な

されていたものの，枝村等とも見なれていた，したがって統一性が弱い準藩政村的性格

を持つ村落や藩政村自体が分裂したという特殊な村落においてであり，その意味で多分

に例外的であった。藩政村継承村落としての自治村落の機能論は初期産業組合の組織化

の説明に有効である。多集落型藩政村の内部村落を区域にすることは極めて限られてい

たから，内部村落を自治村落とすることはかえって，自治村落の原型といえる藩政村の

意義の軽視につながり，歴史の認識にゆがみをもたらすことになる。

斎藤氏が次に問題にした農実組は，多集落型旧藩政村ではなく，後に農業集落となる

その内部村落を区域にしている。一集落型旧藩政村でも，村組等を区域に組織されたの
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が多い。問題の焦点は，その歴史的意義の評価にある。旧藩政村ではなく，その内部村

落や同じく内部の村組を区域に農実組が組織されたこと自体，かつての諸事旧藩政村を

地域単位にしていたことからすると重要な歴史的変化であり，その意義は認識されるべ

きである。村落機能の重層性や村の主体形成，旧藩政村の地域的統一性の弱化，そして

自治村落の欠如に対応した事業志向性・機能性の高い北海道の農実組の展開に象徴され

る，むらの論理の制約が比較的弱いといえる地域におけるその活発な展開等が注目され

るべきである。こうした歴史の実態を考慮したとき，斎藤氏のように藩政村の内部村落

も自治村落であるとして，内部性という村落の形態の観点だけからその歴史的意味を捉

えるのは理解の方法＝基準として適切とは思われず，村落の歴史的変化を見落とすこと

になると考えられる。筆者に言わせれば自治村落概念の拡張・修正はここでは歴史の正

確な評価を妨げることになる。

原点としての近世の村共同体に着目して，自治村落論として近現代の村落を定式化し

その研究に糸口をつけたことは斎藤氏らの大きな業績であった。しかし，批判に対して

今回のように自治村落概念を拡張・修正したことは正しい対応であったとは考えられな

い。歴史理論としての自治村落論の理論的な意義と限界を明確にし，その射程に入るも

のと入らないものとを識別し，後者については別様の説明のための理論を模索する。こ

れがなすべき対応ではなかったか。旧藩政村とその内部村落を混同するようなことはま

ず避けるべきであった。

自治村落論をめぐる議論の焦点は統計上，藩政村または大字と農業集落の不一致にあっ

た。この問題は，歴史の時間の問題，および近代以降の村落形成の問題を入れることに

よって解決するというのが筆者の考え方である。近代以降の村落の歴史は，基底的な村

落共同体としてまず旧藩政村の時代があり，その後，後に農業集落になる多集落型藩政

村の内部村落に交代していくプロセスが展開する。そして，戦時下の部落会がその交代

の完了を意味する。その過程で，経済更生運動を通して「村落機能の重層化」が進む。

一集落型藩政村では基底的な村落共同体の交代という形はとらないが，対応した変化が

起こっている。このような変化の基礎には村の主体形成があり，これに伴う村落の作り

変えがあった。私見では近現代村落史研究は近現代村落の共同体としての存続と歴史的

変化の解明が課題であるが，斎藤氏の新論文では村落の歴史的変化を捉える鍵となる村

落の多様性に着目しながら結局，村落の多様性の捉え方の問題に起因してその不変が主

張されるという結果になったというのが第２の結論である。

本稿では斎藤氏の新論文の実証に関わる問題の検討を目的にしたので，日本の近現代
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の村落を自治村落論のフレームで捉える理論的問題については検討しなかった。新論文

では新たに自治村落の「市場機能対応組織」の側面が強調されたり，抽象的規定にとど

まるものの「対外的な交渉機能」が付加されるなど理論的新展開が見られるのかと思う

半面，依然として「公権力」を有する社会集団として近現代の村落を規定している。こ

の点では従来の自治村落論の理論的核心は不変のように見える。斎藤氏が定義するよう

な一種の「公権力」として近現代の村落を捉えることは，その過大評価につながると思

われ，ずっと自治村落論に同調しきれないでいる。また，村落の歴史的変化が捉えられ

ていない理由を深く考えると，斎藤氏の村落の捉え方における近代化論の限界に突きあ

たるように思われる。斎藤氏もむろん村落の変化を認める。しかし，その変化というの

は，共同体的関係による伝統的村落（自治村落）が個人としての町村民の集合体，つま

り近代的市民間の社会関係へ変化することが想定されているだけである（共同体から個

の折出による近代市民関係へ）。近現代における共同体的関係の存続と歴史的変化その

ものの変化を捉える理論になっていないと思われる。こうした理論問題が１つ。もう１

つは，本稿では新論文の関係で初期産業組合および農実組と村落の関係しか取り上げら

れなかったが，もとより村落の地域的基盤機能ということでは他にも取り上げるべきテー

マが存在する28）。それを分析すると，上述の交代のプロセスにおける多様な側面，重層

性が明らかになるはずである。今後の研究課題であることを指摘して，個別論文の検討

としては異例に長くなりすぎた小文を閉じることにする。
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注

１）勝俣鎮夫『戦国時代論』東京大学出版会，1996年，はじめに，第Ⅱ部第１章「戦国時代の

村落」より引用。

２）久留島典子『一揆と戦国大名』講談社，2001年，66頁。

３）薮田貫・深谷克己編『展望日本歴史15近世社会』東京堂出版，2004年，78頁（薮田氏の

コメント「村落と地域」）。

４）久留島典子「日本全近代史の時期区分」『現代歴史学の成果と課題 Ⅰ』青木書店，2002年，

132～33頁。

５）自治村落論の筆者の捉え方について詳しくは，拙稿「日本の村落についてのノート」（『村

落社会研究ジャーナル』30号，2009年４月）を参照。

６）大鎌邦雄『日本とアジアの農業集落』清文堂，2009年，所収。

７）たとえば田代洋一『農業問題入門 新版』大月書店，2003年，第８章，注（９）参照。

８）坂根嘉弘『分割相続と農村社会』九州大学出版会，1996年，第５章参照。

９）以下，『中野市誌 歴史編（前編）』1981年，731～32頁による。
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10）浜谷正人『日本村落の社会地理』古今書院，1988年，69頁。

11）かかる「ムラ機能の分有状況」を具体的に示すものとして，長野県豊野町豊野区とその内

部の伊豆毛組の事例が挙げられる（詳しくは堀越久甫『村の中で村を考える』日本放送出

版協会，1989年，第１～３章参照）。豊野区は藩政村２つが合併した大字，伊豆毛組は農

業集落である。豊野区は神代村と中尾村という２つの藩政村が合併した豊野村を継承して

いる点で，小田中村の事例と異なる。また，山形県庄内では藩政村同士が合併してできた

村が後に農業集落になっているケースもめずらしくない（詳しくは，大場正巳「『ムラ』

合併と部落戸数の動向」『農業総合研究』第28巻第３号，1974年７月，浜谷正人「村落社

会の地域史論」『山形大学紀要（社会科学）』第７巻第２号，1980年１月，を参照）。これ

らは近代以降の村落形成の一端を示すものといえる。

12）『山ノ内町誌』1973年，485頁。

13）前掲『中野市誌』505頁。

14）前掲『山ノ内町誌』485頁。

15）久留島，前掲書，68～70頁。

16）以下は，深谷克己『百姓成立』塙書房，1993年，第３章「村落と家族」より引用。

17）柳田國男『時代ト農政』（『柳田國男全集29』ちくま文庫，1991年，23頁），水本邦彦『近

世の村社会と国家』東京大学出版会，1987年，第２部第２章。

18）大島真理夫氏の指摘。前掲『展望日本歴史15近世社会』７頁より重引。

19）浜谷，前掲書，51頁。

20）農家小組合に関する論文は拙稿「農家小組合の政策と展開」（『社会科学』第76号，2006年

３月），部落会に関する論文は拙稿「戦時下部落会の設立過程（上・下）」（『社会科学』第

79・83号，2007年10月，2009年２月）。以下これらをもとに論述するが，いちいち注記す

ることは煩雑になるので省略する。

21）1941年現在の一般的農家小組合は19万2,562である。そのうち「一部落」を区域にしてい

るのは10万4,198（54.1％），「一部落未満」が８万2,555（42.9％）である。問題は，この

「部落」の中身である。周知の通り藩政村の数は約6.3万であるから，多くは藩政村継承村

落でないことは明らかである。そこで，組合員の人数を見ると，「一部落以上」を含む全

体では，39人以下が80.4％，そのうち19人以下が38.5％を占め，総じて旧藩政村とすると

規模がかなり小さい。これに対して，「一部落」は39人以下が73.0％，そのうち19人以下

が29.8％であり，「一部落未満」は同じく90.6％，50.4％である。当然，前者の方が総じて

規模が大きいが，その差はそれほど大きくないことが注目される。また，旧藩政村のうち

後に農業集落になるのは（ほぼ一集落型藩政村に当たる），約3.7万（58％）と推計される

（前掲拙稿「日本の村落についてのノート」37頁）。これが全部「一部落」に含まれるとし

ても，藩政村継承村落は全体の３分の１強に過ぎない。しかし，以下でも述べるようにこ

の想定も事実に反する。これらを考慮すると，「一部落」というのは，かつて多集落型藩

政村の内部村落で農業集落になる村落をかなり含んでいることは確実で，具体的に少なく

とも３分の２以上にはおよぶと推定される。
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22）和田博雄「農業団体の発展段階と総合」『和田博雄遺稿集』農林統計協会，1981年，38頁。

23）以下は，農林省経済更生部『経済更生計画及其ノ実行状況－島根県安濃郡富山村ノ事例』

（1937年）による。

24）同上，29頁。

25）牛山「農村経済更生運動下の『むら』の機能と構成」『歴史評論』435号，1986年７月，26

頁。斎藤氏や牛山氏のような評価になったのは結局のところ，日本の村落に対する過大評

価が原因といえる。氏らによると，日本の村落は「公権力をもった，その限りで小国家」

ともいうべきものとして形成された（牛山氏の場合，「むら」の領域＝土地の共有も重視

される）。「その意味で一定の上部構造をそなえた社会」とされる。しかし，村落成立期の

近世ならともかく，農実組が発展した1930年代のような時期においては，この説明は通用

しないであろう。

26）産業組合中央会『優良農事実行組合に関する調査〔１〕』1941年，112頁。

27）詳しくは，拙稿「北橘村の農事実行組合」（『社会科学』71号，2003年８月）に紹介した下

箱田農事実行組合の活動日誌を参照。

28）とくに農民運動との関係が重要である。農民組合や小作委員会（協調組合）が大字単位主

体に組織されていることは周知の通りである（ともに全国平均で約62％〔『1928年小作年

報』〕）。これには地域差が大きいが，一例に岡山県の農民組合を見てみる。多集落型旧藩

政村が多い同県では，系統組合は組合の内部統制との関係で旧藩政村を区域にして組織さ

れることが多く，多集落型旧藩政村においてもその内部村落が区域になっているのは町村

の数からいうと非常に少ない。これと対照的に単独組合は，多集落型旧藩政村がさらに優

超する地域においてもほとんど行政村単位に組織されている。また，小作委員会は全国的

には多集落型旧藩政村を区域にすることが多いこと，そして多集落型旧藩政村からなる町

村を単位に組織ができている場合も，小作料の減額・改定は区つまり，旧藩政村単位に行

なわれ，その内部村落は委員の選出母体になっているだけというケースがある。さらに近

畿の諸府県では部落総代が小作委員会長を兼任するなど，組織が村落機構と一体化してい

るという特徴が見られる。このように農民運動との関係では旧藩政村の比重が大きい。詳

細は機会をあらためて述べることにする。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


